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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電素子の上面に設けられ、生体の皮膚に対して吸着性を有する密着層と、
　前記密着層と前記圧電素子との間に設けられ、音響インピーダンスの値は、前記圧電素
子の音響インピーダンスの値と前記密着層の音響インピーダンスの値の間の値である整合
層とを有し、
　入力された駆動信号に応じて、基板に設けられた前記圧電素子を駆動することで前記生
体内に超音波を送信し、前記生体内からの反射波を受信する超音波センサと、
　前記超音波センサを生体に装着する保持部材と、
　前記圧電素子を駆動する駆動回路と、
　前記圧電素子から生体内部に送信された送信波と、生体内部で反射した反射波とから生
体内部に関する情報を検出する生体情報検出手段と、
　前記生体情報検出手段によって検出された生体情報を、使用者に表示する表示手段を備
え、
　前記超音波センサが前記保持部材に移動可能に取り付けられ、前記生体に装着した状態
で非使用時には前記超音波センサと前記生体との間に空隙を形成し、使用時には前記超音
波センサと生体が接触する構成であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　非使用時に前記密着層を保護する保護層を設けたことを特徴とする請求項１に記載の超
音波診断装置。
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【請求項３】
　初期検出時の生体情報である初期検出時データを記録する初期検出時データ記録部と、
　前記超音波センサによって検出された生体情報と、前記初期検出時データを比較する記
録データ比較部と、
　前記密着層の交換を使用者に知らせる交換時報知部を備え、
　前記生体情報が前記初期検出時データに対して所定以下の割合となった際に、前記交換
時報知部により前記密着層の交換の必要性を使用者に知らせることを特徴とする請求項１
または請求項２のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記生体情報が、前記送信波と生体内の血流によって反射した反射波の周波数変化から
、生体の脈に関する情報を検出することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一
項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記密着層のヤング率（ｄｙｎｅ／ｃｍ2）は、１．０×１０5から３．０×１０7であ
ることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記密着層の硬さは、ＪＩＳ－Ｋ２２２０による針入度では０から７０、ＪＩＳ－Ｋ２
２０７による針入度では０から２００、ＪＩＳ－Ａによるゴム硬さでは０から５０のいず
れかの範囲にあることを特徴とする請求項１または請求項５のいずれか一項に記載の超音
波診断装置。
【請求項７】
　前記密着層はシリコンゴムあるいは、シリコンゲルであることを特徴とする請求項１か
ら請求項６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記密着層を前記基板に固定するための密着層固定機構を備えることを特徴とする請求
項１から請求項７のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記密着層は、粘着性の高い層と粘着性の低い層の多層で構成されたことを特徴とする
請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記密着層は生体と接する面より、前記整合層と接する面の粘着力が強いことを特徴と
する請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波センサ、超音波センサの製造方法、及び、超音波センサを用いた超音波
診断装置に係わる。詳細には、生体内の脂肪層の厚みや血管の弾性率のように健康の診断
や管理の目安になる情報を求める超音波センサに関する。また、この超音波センサの製造
方法、及びこの超音波センサを用いた超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、超音波を用いて生体の体内の情報（脂肪の厚み、血管の弾性率、血管の形状など
）を求めようとするときには、超音波が体内に効率よく伝搬されるように、皮膚での超音
波の反射を抑制する必要がある。そのため、超音波診断装置に使用される超音波センサと
皮膚との間にはオイル状の液体を介在させている。すなわち、皮膚にオイル状の液体を塗
布して超音波センサを皮膚に密着させているのである。
【０００３】
オイル状の液体を皮膚に塗布する場合、塗布作業が面倒であり、また被診断者にはべた付
きなどの不快感が生じるという問題点がある。
【０００４】
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そのため、近年、オイル状の液体を皮膚に塗布する必要のない超音波診断装置が提案され
ている。このような超音波診断装置（特開平７－２８９５５４号）に用いられるセンサに
ついて以下に説明する。
【０００５】
図２２は、従来の超音波診断装置に関わる超音波センサ１１の概略構成を示す断面図であ
る。超音波センサ１１は超音波振動子１２を金属などのパッケージ１３内に納装して構成
されている。パッケージ１３には、超音波振動子１２の前方に対応する部位に開口窓１３
ａが形成されている。さらに、開口窓１３ａにはキチン質の人工皮膜１４が覆着される。
パッケージ１３と人工皮膜１４によって密封された空間内には超音波振動子１２を浸漬す
る超音波伝達用液体１５としてシリコンオイルが充填されている。
【０００６】
超音波振動子１２は、振動エレメント１６ａ、１６ｂを備えており、いずれか一方を送信
用として振動させ、開口窓１３ａより生体内に超音波を送信し、他方の振動エレメントで
生体内より反射してきた超音波を受信する。
【０００７】
このように、皮膚への密着部位には皮膚に類似した成分からなる人工皮膜１４を用いる構
成により、オイル状の液体を用いなくとも皮膚との密着度を高めて超音波に位相のずれが
生じないようにすることができる。結果として、オイル状の液体を皮膚に塗布する必要が
なくなる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
一般に空気層が超音波振動子と皮膚の間に存在すると、空気層で超音波が減衰し、所望の
情報を得ることができなくなる。そこで、従来では、上述したように、シリコンオイルを
パッケージ内に注入し、開口窓に人工皮膜で蓋をした構造としているが、以下の問題点が
あった。
【０００９】
（１）シリコンオイルに空気などの泡が混入すると、泡で超音波が減衰するため、シリコ
ンオイルをパッケージ内に注入する際に、泡が入らないようにパッケージを密閉する必要
があり、製造が困難であった。
【００１０】
（２）皮膚のしわなどに沿って密着させるためには、人工皮膜として、人体の皮膚と同程
度、あるいは皮膚よりも柔らかい材質を使用する必要があるが、このような材質でパッケ
ージを密閉すると、使用中に人工皮膜に穴が空きやすく、耐久性に問題があり、長期間使
用することが困難であるという問題点があった。
【００１１】
（３）シリコンオイルなどの液体は一般的に熱膨張率が高く、使用中に膨張し、シリコン
オイルが漏れる、あるいは超音波の伝搬経路が変化し、生体内部の正確な情報を得ること
が困難となる。
【００１２】
そこで、本発明は、オイル状の液体（ジェル）を密閉あるいは皮膚と超音波センサ間に介
在させることなく、製造が容易で、長期間使用可能で、皮膚との密着性を向上させ、効率
的に超音波を生体内に送信、生体内から受信させることで感度向上を図った超音波センサ
及び、該超音波センサを使用した超音波診断装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明による超音波診断装置に関わる超音波センサは、入力さ
れた駆動信号に応じて、基板に設けられた圧電素子を駆動することで生体内に超音波を送
信し、生体内からの反射波を受信する超音波センサであって、圧電素子の上面に設けられ
た密着層を備え、密着層が生体の皮膚に対して吸着性を有し、超音波センサは密着層を介
して生体の皮膚と吸着することを特徴とする。このような構成とすることで、シリコンオ
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イルなどを密閉する必要がなく、さらに特殊な材質を使用することなく、オイル状の液体
を超音波センサと皮膚の間に塗布しなくても効率的に超音波を生体内に送信、生体内から
受信させることができる。
【００１４】
さらに、ヤング率が１．０×１０5から３．０×１０7（ｄｙｎｅ／ｃｍ2）の材質を密着
層として用いることで、より効果的に超音波を生体内に送信し、生体内からの反射波を受
信させることができる。
【００１５】
また、ヤング率が上記の範囲の物質、すなわち、密着層として好ましい材料は一般的に、
シリコン系、エポキシ系の樹脂や、ＰＺＴなどの圧電材料とは接着性が乏しい。そのため
、超音波診断装置に密着層の固定機構を持たせることで、接着性の乏しい密着層を超音波
診断装置に取り付けることが可能となり、超音波診断装置の皮膚との密着性、超音波送受
信の感度の向上とともに取り扱い性をも向上させることができる。
【００１６】
また本発明による超音波センサの製造方法は、圧電素子を基板上に設ける工程と、密着層
固定機構を基板に取り付ける工程と、密着層固定機構内に常温硬化性、熱硬化性、あるい
は、紫外線硬化性の樹脂を注入し、樹脂を硬化させる工程を備えることとした。このよう
な製造方法により密着層を容易に形成することが可能となる。
【００１７】
また、超音波センサを有する超音波診断装置は、初期検出時の出力値を記憶する記憶部と
、初期検出時の生体情報と現在検出している生体情報を比較し、初期検出時の生体情報の
出力値（電圧など）に対して所定の割合になった時に密着層の交換時期を知らせる交換時
報知部とを有する構成とした。これにより、密着層の交換時期を使用者に知らせることが
可能となり、長期間安定して生体情報を測定することが可能となる。
【００１８】
さらに、非使用時に密着層と生体が接触しない構造とする、あるいは、非使用時に密着層
を保護する保護層を設けることにより、強度の低い密着層を保護することができ、長期間
安定して使用することが可能となる。
【００１９】
また、生体の皮膚に対して吸着性を有するシリコンゲルなどの部材は、埃などの汚れが表
面に付着しやすい。そのため、密着層を取り外し可能とすることで、埃などで密着層が汚
れたら、新しい密着層と交換することが可能となり、超音波診断装置の感度を維持して、
長期間安定して使用することが可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１を用いて、本発明の超音波診断装置に用いられる超音波センサの実施の形態を説明す
る。図１Ａは、超音波センサ４の概略構成を示す斜視図であり、図１Ｂは超音波センサ４
の概略構成を示す断面図である。
【００２１】
図１Ａに示すように、超音波センサ４は、送信用圧電素子４１と受信用圧電素子４２が基
板４４上に設けられており、これら圧電素子上に密着層５０が形成されている。送信用圧
電素子４１は、図示しない電極や配線により厚さ方向に電圧が印加され、超音波を発信す
る。発信した超音波の周波数と、受信用圧電素子４２で受信された超音波の周波数を比較
することにより、生体の情報が得られる。
【００２２】
被測定体である生体と超音波センサ４の間に空隙が存在すると、超音波が空隙で減衰する
ため感度が著しく低下する。これを防ぐために、圧電素子と生体の間に密着層５０を設け
る。密着層５０の材質は、生体と粘着性を持つ材質が望ましい。また、生体には、しわな
どの微小な凹凸が存在する場合があるため、微小な凹凸に密着する必要がある。そのため
、密着層５０の材質は柔らかいことが望ましい。
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【００２３】
そこで、密着層をヤング率３．０×１０7（ｄｙｎｅ／ｃｍ2）以下の材質で構成した。こ
のような材質を用いれば、密着層５０を使用しない場合より検出感度が向上する。特に、
シリコン系の樹脂であるシリコンゴムやシリコンゲルは、生体との適合性がよく、また、
皮膚に密着させても影響が少ないため密着層５０の材質として優れている。
【００２４】
以上のように、密着層５０を構成することにより、生体と超音波センサ４を密着させるこ
とが可能となり、生体と超音波センサ４との間に存在する空気層を低減させることができ
、この空気層による超音波の振動の減衰を抑えることができる。
【００２５】
【実施例】
以下に、図面に基づいて本発明の実施例を説明する。
【００２６】
（実施例１）
図２～図１０を参照して本発明による超音波センサを備えた超音波診断装置の実施例につ
いて詳細に説明する。
【００２７】
先ず、図２及び図３を参照して、超音波診断装置１の外観について説明する。
【００２８】
図２は、本発明に係る超音波診断装置１の外観上の概略構成を示す側面図であり、この超
音波診断装置１を生体２（腕）に装着した状態を図３に示す。
【００２９】
図２に示すように、超音波診断装置１は、処理部３、超音波センサ４、バンド５、及び止
め金具６によって概略構成されており、図３に示すように、超音波診断装置１は、生体２
に装着することにより常時携帯可能である。ここで、処理部３及び超音波センサ４は、バ
ンド５に取り付けられており、バンド５及び止め金具６によって生体２（図中の破線部）
に装着される。この時、超音波センサ４は生体２の橈骨（とうこつ）動脈、あるいは、尺
骨動脈付近（図示省略）に当接される。また、図示しないが、処理部３と超音波センサ４
は導線により接続されており、この導線を介して処理部３から駆動用電圧信号が超音波セ
ンサ４に入力され、超音波センサ４で測定された電圧信号が処理部３に入力される。
【００３０】
次に、図４を参照して超音波診断装置の処理部について説明する。図４は、処理部３の内
部構成と、処理部３と超音波センサ４の接続状態を示すブロック図である。図示するよう
に、処理部３は、演算処理部３１、駆動回路３２、及び表示部３３によって概略構成され
ている。
【００３１】
演算処理部３１は、内部に備えた記憶領域（図示省略）に記憶されている処理プログラム
を実行することによって、脈の検出に関する各種処理を実行する。そして、その処理結果
は表示部３３に表示される。
【００３２】
演算処理部３１は、脈測定時に、駆動回路３２から超音波センサ４の送信用圧電素子４１
（詳細は後述）に特定の駆動用電圧信号を出力させる。また、演算処理部３１は、送信用
圧電素子４１から発せられた超音波の周波数と、受信用圧電素子４２で受信され血流のド
ップラ効果により変化した超音波の周波数を比較して脈波を検出する。
【００３３】
駆動回路３２は、演算処理部３１の指示に従って、特定の駆動用電圧信号を超音波センサ
４の送信用圧電素子４１に出力する。
【００３４】
表示部３３は、液晶表示画面等によって構成されており、演算処理部３１から入力される
脈波検出結果等を表示する。
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【００３５】
次に、図５、図６を参照して、超音波診断装置１の超音波センサ４について説明する。図
５は、超音波センサ４の概略構成を示す斜視図であり、図６は、超音波センサ４を側面か
ら見た図である。
【００３６】
図５に示すように、超音波センサ４は、送信用圧電素子４１、受信用圧電素子４２、基板
４４、整合層４８、密着層５０によって概略構成されている。
【００３７】
ここで、送信用圧電素子４１及び受信用圧電素子４２の厚み方向の両面には、図示しない
電極が形成されている。図示しない導線により、送信用圧電素子４１及び受信用圧電素子
４２の厚さ方向に電圧を印加する事が可能である。
【００３８】
また、送信用圧電素子４１の電極が処理部３の駆動回路３２と図示しない導線によって接
続されている。そして、送信用圧電素子４１の両面に設けられた電極に、駆動回路３２か
ら特定の駆動用電圧信号が印加されると、送信用圧電素子４１は、励振して特定周波数の
超音波を発生し、生体内（図７中の２ａ参照）に送信する。本実施例では９．６ＭＨｚで
励振させた。
【００３９】
受信用圧電素子４２は、その両面に設けられた電極が処理部３の演算処理部３１と導線に
よって接続されている。受信用圧電素子４２は、生体から超音波を受信すると、この超音
波を電圧信号に変換し、処理部３の演算処理部３１に出力する。
【００４０】
尚、送信用圧電素子４１と受信用圧電素子４２に、同一の圧電素子を使用してもよい。ま
た、これら圧電素子４１，４２の形状については任意であり、送信用と受信用に形状の異
なる圧電素子を使用してもよい、さらに送信用圧電素子４１及び受信用圧電素子４２は、
それぞれ複数個設置することも可能である。
【００４１】
本実施例では、送信用圧電素子４１、受信用圧電素子４２として厚さ０．２ｍｍ（共振周
波数９．６ＭＨｚ）、外形０．５×８ｍｍのＰＺＴを用い、基板４４には厚さ１．０ｍｍ
、外形４×８ｍｍのガラスエポキシ基板を使用した。
【００４２】
次に、図４及び図７を参照して、超音波診断装置１における処理部３及び超音波センサ４
の動作について説明する。図７は本実施例の超音波診断装置における超音波センサ４と生
体２との配置関係を示した図である。
【００４３】
先ず、図７に示すように、超音波センサ４が生体２（の橈骨（とうこつ）動脈あるいは尺
骨動脈付近）に当接するように、超音波診断装置１を生体２に装着する（図７では超音波
センサ４のみ記載）。そして、脈の検出時に、図４に示す演算処理部３１は、駆動回路３
２から送信用圧電素子４１の両面に設けられた電極に特定の駆動用電圧信号を出力させる
。
【００４４】
送信用圧電素子４１は、両面に設けられた電極に入力された駆動用電圧信号に基づき励振
して超音波を発生し、該超音波を生体２（図７参照）内に送信する。生体２内に送信され
た超音波は動脈内の血流２ａにより反射され、超音波センサ４の受信用圧電素子４２によ
り受信される。受信用圧電素子４２は、受信した超音波を電圧信号に変換して、両面に設
けられた電極から演算処理部３１に出力する。
【００４５】
次に、演算処理部３１は、送信用圧電素子４１から送信された超音波の周波数と、受信用
圧電素子４２で受信され血流のドップラ効果により変化した超音波の周波数と、を比較し
て生体の脈波を検出する。そして、演算処理部３１は、脈波の検出結果を表示部３３に表
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示する。
【００４６】
このようにして、超音波診断装置１は、生体の脈波を測定・表示する。
【００４７】
次に、図５を参照して本実施例の超音波センサ４の製造方法を説明する。圧電素子の両面
にアルミ、Ａｕなどの金属を用いて電極を形成し、外形をダイシングなどにより切断する
。このとき、アルミ、Ａｕなどの金属は、例えば真空蒸着により圧電素子表面に設けられ
る。
【００４８】
このように形成された圧電素子を送信用圧電素子４１及び受信用圧電素子４２として接着
剤などにより基板４４に固定する。
【００４９】
さらに、送信用圧電素子４１に設けられた両面の電極は、図示しない配線により図４の処
理部３の駆動回路３２に接続され、受信用圧電素子に設けられた両面の電極は処理回路３
１に接続される。
【００５０】
次に、送信用圧電素子４１と受信用圧電素子４２の上面に整合層４８を設け、さらに、整
合層４８の上面に密着層５０を設ける。このようにして超音波センサ４が形成される。
【００５１】
次に、整合層４８の材質について説明する。整合層４８は、エポキシ系樹脂またはシリコ
ン系樹脂からなり、送信用圧電素子４１、受信用圧電素子４２を保護する効果と、密着層
５０を介して生体と各圧電素子４１，４２との間で効率良く超音波を伝搬させる効果があ
る。
【００５２】
密着層５０と各圧電素子４１，４２との間で効率良く超音波を伝搬させるためには、整合
層４８の音響インピーダンスを、密着層の音響インピーダンスＺｌと圧電素子の音響イン
ピーダンスＺｃとの間の値にする必要がある。音響インピーダンスとは、音波の伝搬のし
やすさを示す値であり、その値は材料のヤング率や密度によって変化する。
【００５３】
そして、図５、６に示す構成を有する超音波センサ４において、整合層４８の理想的な音
響インピーダンスＺｍは、
Ｚｍ＝（Ｚｃ×Ｚｌ）1/2　　　　　　　　　　　　式（１）
によって示すことができる。そして、式（１）に、密着層（シリコンゴム）の音響インピ
ーダンスＺｌ＝１．５×１０6 （Ｎ・ｓｅｃ／ｍ3 ）、Ｚｃ（ＰＺＴを使用）＝３０×１
０6 （Ｎ・ｓｅｃ／ｍ3 ）を代入すると、Ｚｍ＝約６．７×１０6 （Ｎ・ｓｅｃ／ｍ3 ）
となる。
【００５４】
また、整合層４８の基板厚方向の厚さは、薄いほど良く、本実施例のような構成では、１
００μｍ以下が適当である。熱硬化性や紫外線硬化性の樹脂をスピンコート、あるいは、
バーコートにより基板４４上に塗布し、熱あるいは紫外線で樹脂を硬化させて整合層４８
を形成する。このように形成すれば、一定の厚さで均一に整合層４８を配置することがで
きる。
【００５５】
以上から、本実施例では、音響インピーダンスが約３×１０6 （Ｎ・ｓｅｃ／ｍ3）であ
るエポキシ系の樹脂を厚さ５０μｍ程度で塗布して整合層４８として使用している。
【００５６】
次に密着層５０の材質について詳細に説明する。生体２と超音波センサ４の間に空隙が存
在すると、超音波が空隙で減衰するため、感度が著しく低下する。そのため、密着層５０
の材質は、生体２と粘着性を持つ材質が望ましい。さらに、生体２がしわなどの微小な凹
凸を持つ場合があるため、微小な凹凸に密着する必要がある。そのため、密着層５０の材
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質は柔らかいことが望ましい。しかし、柔らかすぎると、使用時に破損しやすくなるため
耐久性が劣り、さらに、一定の形状に形成することが困難といった問題点が生じる。
【００５７】
皮膚に密着するためには、密着層５０の材質は、皮膚と同程度か皮膚より柔らかい必要が
ある。皮膚の柔らかさに近い材質の、ゴム、ゲルという材質の硬さを表すには、通常、「
針入度」といった値が使用される。しかし、「針入度」は規格（例えば、ＪＩＳ　Ｋ２２
０７、ＪＩＳ　Ｋ２２２０等）によって値が異なるため、密着層５０を使用する上での指
標としては利用しにくい。
【００５８】
密着層５０の材質の一つである、シリコンゴム、シリコンゲルの「針入度」とヤング率の
関係を図８に示す。それぞれの規格の「針入度」および「ゴム硬さ」は図示するようにヤ
ング率と対応している。本図は、東レ・ダウコーニングシリコーン（株）、シリコーン材
料ハンドブックに基づいている。
【００５９】
図８に示すように、針入度とヤング率には相関がある。そのため、密着層５０の選定の指
標にヤング率を用いることができる。
【００６０】
図９は密着層５０の材質を変えた時の、密着層のヤング率と脈検出の出力平均値（図４中
の演算処理部３１からの出力値）の関係である。図９から明らかなように、密着層５０の
ヤング率が低いほど脈検出の感度が向上している。
【００６１】
なお、本実施例では、密着層５０の材質として、シリコンゴム、シリコンゲルを使用した
。
【００６２】
図１０は、図９の結果を、密着層５０を使用しない場合の結果を１として規格化した結果
である。図１０から、ヤング率３．０×１０7（ｄｙｎｅ／ｃｍ2）以下の密着層を使用し
た場合に、密着層５０を使用しない場合より脈検出感度が向上していることがわかる。
【００６３】
図９及び図１０には、ヤング率が１．０×１０5（ｄｙｎｅ／ｃｍ2）以下の材質で密着層
５０が形成された場合の結果は示していないが、ヤング率１．０×１０5（ｄｙｎｅ／ｃ
ｍ2）以下の材質の密着層では、脈検出時に密着層がちぎれることがあり、また、整合層
４８上に一定の厚さで密着層を形成することができなかった。
【００６４】
また、密着層５０の厚さは、薄いほど良いが、薄すぎると、強度上問題があるため、ある
程度の厚さは必要であり、本実施例の場合、０．５ｍｍとした。
【００６５】
一方、上述した範囲のヤング率、針入度の範囲であるシリコンゴムやシリコンゲルの音響
インピーダンスは、人体及び水に近い値を持っているので、音響インピーダンスの整合に
問題はない。そのため、密着層５０の界面で反射される超音波の割合はごくわずかであっ
た。
【００６６】
以上のような材質の密着層５０を使用することで、生体と超音波センサ４を密着させるこ
とが可能となり、生体と超音波センサ４との間に存在する空気層を低減させることができ
、この空気層による超音波の振動の減衰を抑えることができる。そのため、生体情報の感
度が向上するという効果が得られる。
【００６７】
本実施例では、密着層５０の材質としてシリコン系の樹脂を使用したが、シリコン系樹脂
は、生体との適合性がよく、皮膚に密着させても影響が少ない。
【００６８】
また、本実施例による超音波診断装置１は、通常、脈拍を測定・表示するが、脈波も測定
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できる。
【００６９】
また、本実施例のように、超音波診断装置１において処理部３と超音波センサ４とを離れ
た構造にするのではなく、１つのモジュールとして構成してもよい。これによって、超音
波診断装置１の部品点数が少なくなり製造コストを抑えることができる。さらに、処理部
３と超音波センサ４の間の配線を簡略化することができる。
【００７０】
また、処理部３内に通信部等を設けて、脈測定結果を病院内の管理システムに送信する構
成にしてもよく、これにより、超音波診断装置１を装着した患者の状態を常時把握するこ
とができる。
【００７１】
なお、本実施例の詳細な部分については、上述した具体例に限定されるものではなく、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば、本実施例では圧電素子の励
振周波数を９．６ＭＨｚとしたが、共振周波数８ＭＨｚ程度の圧電素子を利用して、励振
周波数を８ＭＨｚ程度としても特に問題はない。
【００７２】
また、本実施例では、密着層５０の材質の基準としてヤング率を使用したが、ＪＩＳ硬さ
しかわからない場合などには、図８から換算して、ＪＩＳ－Ｋ２２２０の場合は、０から
６０、ＪＩＳ－Ｋ２２０７の場合は、０から２００、ＪＩＳ－Ａでは０から５０の材質の
密着層を使用すれば良い。
【００７３】
本実施例では、超音波診断装置１を使用して生体の脈に関する情報を測定したが、送信波
と受信波の位相差を検出するなどして、皮下脂肪や内臓脂肪の厚み等の、人体内の脂肪層
の厚みを測定したり、血管の形状や弾性率を測定したりすることも可能である。その場合
には、処理部３及び、超音波センサ４の保持構造などを適宜変える必要がある。
【００７４】
実施例１で説明した超音波診断装置に用いることができる超音波センサの他の実施例を以
下の実施例２～実施例８で説明する。すなわち、以下の実施例２～実施例８の超音波セン
サを、実施例１で説明した処理部、バンド及び止め具、圧電素子、基板の材質、形状と同
様のものに適応すれば、実施例１と同様の超音波診断装置が実現できる。また、以下の実
施例における超音波センサの説明では、実施例１で説明した電極については省略している
。
【００７５】
（実施例２）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１１に基づき説明する。
図１１は本実施例２の超音波診断装置に関わる超音波センサ４の斜視図である。
【００７６】
実施例１で説明した超音波センサ４において、密着層５０の生体と接する側の面（すなわ
ち、図１１中の５０A）の粘着性が高すぎると、使用者に不快感を起こさせることになる
。一方、整合層４８と接する面（図１１の５０B）については、粘着性が低いと使用時に
ずれたり、はがれたりする恐れがある。そこで、本実施例では、生体と接する面５０Aの
粘着性は低くし、整合層４８と接する面５０Bの粘着性は高くする構成とした。すなわち
、密着層を粘着性の高い層と粘着性の低い層で構成した。具体的には、粘着性の高い密着
層と粘着性の低い密着層を張り合わせて構成を実現することもできるし、粘着性が低い密
着層５０の面５０Bに両面テープ（接着層）を貼り付けて整合層４８と接する面５０Bの粘
着性を高くすることもできるし、粘着性の高い密着層６０の面５０Aに粘着性の低いシリ
コンなどの粘着剤（粘着層）を塗布して生体と接する面５０Aに粘着性の低い層を設ける
こともできる。本実施例では、密着層６０の面５０Bに粘着性の高いシリコンゴムを貼り
付けて、整合層４８と接する面５０Bの粘着性を高くする構成とした。
【００７７】
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このように、密着層の面５０Aより５０Bの粘着力を強くすることで、使用者に不快感をお
こさせることなく、所望の特性を得ることができる。
【００７８】
（実施例３）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１２に基づき説明する。
図１２Ａは本実施例３の超音波センサ４の斜視図である。また、図１２Ｂにその断面図を
示す。
【００７９】
図１２Ａ、Ｂに示すように、超音波センサ４は、基板４４上に設けられた送信用圧電素子
４１と受信用圧電素子４２、さらに密着層５０を保持する密着層固定機構５１を備えてい
る。密着層固定機構５１は基板４４に固定されている。
【００８０】
一般に、シリコンゴムやシリコンゲルなどの材質は、その硬さの低下、つまりヤング率の
低下とともにガラスエポキシ基板やＰＺＴ、他の樹脂との接着性が低下する。そのため、
ヤング率が１．０×１０5 （ｄｙｎｅ／ｃｍ2 ）から３．０×１０7 （ｄｙｎｅ／ｃｍ2 

）といった材質の密着層を使用すると、使用時に密着層５０が圧電素子４１，４２、基板
４４からはがれてしまうことが考えられる。そのため、本実施例では、図１２Ｂに示すよ
うに、密着層固定機構５１に折り返し部５２が設けられている。そのため、密着層５０が
圧電素子４１、４２からはずれない構成となっている。したがって、各圧電素子４１、４
２、および基板４４上に密着するように所望のヤング率の密着層５０を設けることが可能
となる。
【００８１】
密着層５０と送信側圧電素子４１に空隙が存在すると、送信側圧電素子４１から送信され
た超音波が密着層５０に伝搬しにくくなり、また、密着層５０と受信側圧電素子４２に空
隙が存在すると、反射した超音波が密着層５０から受信側圧電素子４２に伝搬しにくくな
る。いずれにしろ、密着層５０と圧電素子に空隙が存在すると、脈検出感度の低下につな
がる。
【００８２】
そのため、本実施例では密着層固定機構５１を以下のような構成とした。すなわち、図１
２Ｂに示すように、密着層固定機構５１の密着層固定部分の厚さＬｋより、密着層５０の
厚さＬｆが厚くなるように構成した。例えば、密着層固定機構５１と基板４４を、基板４
４の厚み方向に圧力を加えて接合させて構成した。このような構成により、圧電素子４１
，４２と密着層５０の間に空隙を作らないようにすることが可能であり、生体と超音波セ
ンサを接触させ、効果的に超音波を生体内に送信することが可能となる。
【００８３】
あるいは、基板４４上に圧電素子４１，４２を設け、さらに密着層固定機構５１を基板４
４に取り付けた後、樹脂を密着層固定機構５１の密着層固定部分に流し込み、この樹脂を
硬化させて密着層５０を形成することによっても、圧電素子と空隙を作らずに密着層５０
を製造することが可能である。ここで用いる樹脂としては、熱硬化、あるいは紫外線硬化
型の材質のものを用いることができる。
【００８４】
本実施例では、密着層固定機構５１の材質としてアクリルを用いたが、Ａｌなどの金属を
使用することも可能である。
【００８５】
このように、密着層の固定機構を設けることで、密着層がはがれにくくなり、長期間安定
して生体情報を検出することができるという効果がある。
（実施例４）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１３に基づき説明する。
図１３は本実施例４の超音波センサ４の断面図である。
【００８６】
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本実施例は、実施例３で述べた密着層固定機構５１と実施例１で詳述した整合層４８とを
組み合わせた形態である。
【００８７】
密着層固定機構５１、整合層４８としてアクリル系の樹脂を使用する場合に、アクリル系
の接着剤を密着層固定機構５１と整合層４８の間に塗布することで、図１３に示す構成の
超音波センサを作製することができる。密着層５０と圧電素子４１、４２の間に整合層４
８が設けられることにより、生体内部への超音波の伝搬性を向上させ、生体情報の検出感
度を向上させることができる。
【００８８】
（実施例５）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１４に基づき説明する。
図１４は本実施例５の超音波センサ４の斜視図である。
【００８９】
図１４に示すように、本実施例は実施例５の密着層固定機構５１として、ピンあるいはね
じ等の、ピン形状の密着層固定機構５３を使用した例である。密着層固定機構をピン形状
とすることで、密着層５０と圧電素子４１，４２を圧接させることができるため、密着層
５０を圧電素子４１、４２と空隙を作らずに密着させて保持することが可能となり、圧電
素子４１、４２から密着層５０へ超音波が伝搬しやすくなる。
【００９０】
なお、密着層５０が埃、ゴミなどにより汚れてきた場合、ピン形状の密着層固定機構５４
をはずして、新しい密着層と交換することで、長期間安定して使用することが可能となる
。
【００９１】
また、実施例１と同様に、密着層５０と圧電素子４１、４２の間に整合層を設けて、生体
内部への超音波の伝搬性を向上させ、生体情報の検出感度を向上させることもできる。
【００９２】
（実施例６）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１５に基づき説明する。
図１５は本実施例６に係る超音波センサ４の斜視図である。
【００９３】
図１５に示すように、密着層５０を凸形状とし、密着層固定機構として屈曲した板状の部
材５４を用いている。板状の部材５４と基板４４とは、接着剤あるいは図示しないねじな
どで固定する。
【００９４】
本実施例のように、密着層固定機構を屈曲した板状の部材５４とすることで、密着層固定
機構が密着層５０より、生体に対して凸とならず、生体と密着層５０の間に空隙がない構
造とすることができ、脈検出の感度の向上につながる。
【００９５】
また、実施例１と同様に、密着層５０と圧電素子４１、４２の間に整合層を設けて、超音
波の伝搬性を向上させ、生体情報の検出感度を向上させることもできる。
【００９６】
（実施例７）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１６に基づき説明する。
図１６は本実施例７の超音波センサ４の断面図である。
【００９７】
通常は、密着層５０のヤング率が低下すると、エポキシ系の樹脂などとの接着性が低下す
る。しかし、シリコンゲルの中にはＡｌなどの金属、ガラスなどとは接着性を有するもの
も存在する。そこで、本実施例では、密着層５０として、ガラス、金属とは接着性を有す
る樹脂を使用し、密着層固定機構５１をガラス、金属で形成した。
【００９８】
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このような構成とすることで、密着層５１に凹凸部やピン形状を持たせる必要がなくなり
、単純な構成とすることが可能となり、低コスト化とすることができる。
【００９９】
また、実施例３，４，６に記載した形状の密着層固定機構を本実施例の材質で形成し、密
着層５０も本実施例の材質を適用することで、さらに、密着層５０の保持、生体への超音
波の伝搬性の向上を図ることが可能である。
【０１００】
（実施例８）
本発明の超音波診断装置に関わる超音波センサの他の実施例を図１７に基づき説明する。
図１７は本実施例８の超音波センサ４の断面図である。
【０１０１】
本実施例は、図示するように、送信用圧電素子４１、受信用圧電素子４２が配置された基
板４４の、圧電素子設置面の反対面（裏面）に密着層５０を設け、圧電素子設置面に音響
減衰層４３を設けた構成である。
【０１０２】
基板４４としてガラスを用い、密着層５０としてガラスと接着性を有するシリコンゲルな
どの樹脂を使用することで、密着層固定機構なしに密着を保持することが可能である。
【０１０３】
本実施例の場合、基板４４は実施例１で述べた音響インピーダンスの式を満たす必要があ
り、基板４４には１．０×１０7（Ｎ・ｓｅｃ／ｍ3）のガラス（パイレックスガラス）を
使用した。
【０１０４】
また、音響減衰層４３は、送信用圧電素子４１から基板４４へ超音波が伝搬せずに音響減
衰層４３へ伝搬する超音波を抑制する必要があり、泡状の空気層を有するアクリル性の樹
脂（硬化前に泡を注入する）を用いることで、音響減衰層４３へ超音波が伝搬することを
防ぐことが可能である。
【０１０５】
（実施例９）
本発明による超音波診断装置の実施例を図１８に基づき説明する。図１８は、本実施例の
超音波診断装置にかかわる処理部３の概略構成を示すブロック図である。バンド及び止め
具等は実施例１と同様のものを使用した。また、超音波センサ４には前述したいずれの構
成の超音波センサでも適用できる。
【０１０６】
図１８に示すように、本実施例の処理部３には、初期検出時データ記録部３４及び記録デ
ータ比較部３５、交換時報知部３６が設けられている。また、演算処理部３１は、送信用
圧電素子４１によって送信される超音波の周波数と、受信用圧電素子４２によって受信さ
れた超音波の周波数の差を検波し、増幅回路によって増幅された電圧値が記録データ比較
部３５及び表示部３３に出力される。
【０１０７】
初期検出時（はじめて使用する場合）に検出された脈の出力、（すなわち、本実施例の場
合、演算処理部３１によってドップラシフトされた周波数を周波数検波し、増幅回路によ
って増幅された電圧値）を初期検出時データ記録部３４に記録する。
【０１０８】
使用時には、一定時間ごとに記録データ比較部３５によって、現在検出された脈の出力と
初期検出時の脈の出力が比較される。
【０１０９】
そして、脈の出力が初期検出時の１／２程度になったら、交換時報知部３６によって、使
用者に密着層の交換を知らせる。これによって、密着層の交換時期が明確になるため、脈
の検出精度を損なうことなく長期間超音波診断装置を使用することが可能となる。
【０１１０】
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なお、本実施例では、交換時報知部３６と表示部３３を分けたが、表示部３３の中に交換
時報知部が含まれても問題はない。また、初期検出時データとして、超音波診断装置をは
じめて使用した場合のデータを用いたが、脈の出力が安定するのを待つため、１０分後や
１時間後のデータを使用しても良い。
【０１１１】
また、脈の出力が初期検出時の１／３や１／４程度になったときに交換時報知部によって
交換時を使用者に知らせる構成でもよく、初期検出時データの出力レベル、演算処理部３
１による信号の増幅率などによって適宜変更することができる。
【０１１２】
（実施例１０）
本発明による超音波診断装置の他の実施例を図１９に基づいて説明する。図１９は本発明
の超音波診断装置に関わる超音波センサ４、バンド５、密着層５０、密着層保護層６０の
構成について示した説明図である。処理部３、止め具、圧電素子、基板の材質、形状は実
施例１と同様のものを使用した。また、超音波センサ４には前述したいずれの構成の超音
波センサでも適用できる。図１９Ａは非使用時を、図１９Ｂは使用時を示している。
【０１１３】
図１９Ａに示すように、非使用時には密着層保護層６０によって超音波センサ４は覆われ
ている。一方、使用時には図１９Ｂに示すように、密着層保護層６０ははずされ、密着層
５０がむき出しの状態となる。
【０１１４】
なお、本実施例では、密着層保護層６０としてＰＥＴフィルムを使用したが、ＰＥＴフィ
ルム以外の材質でも特に問題はない。
【０１１５】
このような構成とすることで、非使用時には密着層５０が覆われるため、埃やゴミなどが
密着層５０に付着しにくくなり、超音波センサ４の耐久性を向上させることが可能となる
。すなわち、非使用時に密着層を保護する保護層を設けることにより、強度の低い密着層
が保護でき、長期間安定して使用することが可能となるという効果がある。
【０１１６】
なお、密着層保護層６０の内面に粘着性を持たせると、密着層５０についた埃やゴミを取
り去ることも可能となる。例えば、密着層保護層６０の内面に粘着性を有する樹脂を塗布
すれば良い。
【０１１７】
（実施例１１）
本発明による超音波診断装置の他の実施例を、図２０に基づいて説明する。図２０は、本
発明の超音波診断装置に関わる超音波センサ４、バンド５、密着層５０の構成について示
した説明図である。処理部３、止め具、圧電素子、基板の材質、形状は実施例１と同様の
ものを使用した。また、超音波センサ４には前述したいずれの構成の超音波センサでも適
用できる。図２０Ａは非使用時を、図２１Ｂは使用時を示している。
【０１１８】
図２０に示すように、超音波センサ４はバンド５の中に埋め込まれ、超音波センサ４は棒
５９と接続されている。使用時には、図２０Ｂに示すように、棒５９を押して、バンド５
に埋め込まれた超音波センサ４を突出させる。このような構成とすることで、非使用時に
は、超音波センサ４を皮膚に密着させないため、超音波センサ４の密着層５０を長期間使
用することが可能となる。すなわち、非使用時に密着層と生体が接触しない構造を採るこ
とにより、強度の低い密着層が保護でき、長期間安定して使用することが可能となるとい
う効果がある。
【０１１９】
（実施例１２）
本発明による超音波診断装置の他の実施例を、図２１に基づいて説明する。図２１は本実
施例の超音波診断装置に関わる超音波センサ４、密着層５０と生体２の関係を示した説明
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図である。処理部、バンド及び止め具、圧電素子、基板の材質、形状は実施例1と同様の
ものでよい。
【０１２０】
密着層の交換が必要となる場合、超音波センサ４の表面に密着層を取り付けるのは、超音
波センサの生体と接する面の面積が小さいため、取り扱いが煩雑となる。そこで、本実施
例では、図２１に示すように、バンド状の密着層５０を生体２（図２１では手首）に巻き
つけて、その上から超音波センサ４を手首に接触させ、脈などの信号を検出する。
【０１２１】
密着層５０は使用する際に手首にとりつけ、所定の使用可能期間が過ぎたら、新しい密着
層に交換することが可能である。密着層５０を使用する際に先に手首に取り付けるために
は、密着層５０の生体と接する面の粘着力の方が超音波センサ４と接する面５０Ｂの粘着
力より強いほうが取り付けやすい。そのため、本実施例では、超音波センサ４と接する面
５０Ｂの粘着力より生体と接する面の粘着力を強くした。具体的には、生体と接する面に
シリコンなどの粘着剤をシリコンゴムなどに塗布した。
【０１２２】
以上のような構成により、密着層５０を交換する場合に、使用者に煩雑な作業をさせるこ
となく、所望の特性を提供することが可能となる。すなわち、密着層を取り外し可能な形
状とすることで、密着層に埃、ゴミが付着した場合や、密着層が劣化した場合などに交換
することが容易となり、連続して長期間使用することが可能という効果がある。また、密
着層の表面、裏面の粘着力を変えることで、密着層を取り外し可能にした場合でも、密着
層を交換しやすくすることができ、使用者に煩雑な作業を行わせること無く、所望の生体
情報を得ることができる。
【０１２３】
ここで、本実施例に用いる超音波センサ４には必ずしも密着層を設ける必要はない。ただ
し、圧電素子、及び、その接続を保護するためにコート層を設けることが好ましい。前述
の整合層を圧電素子上に設けてコート層としても機能させることができる。
【０１２４】
【発明の効果】
以上のように、本発明の超音波センサ及び、該超音波センサを用いた超音波診断装置によ
れば、生体と送信用圧電素子、受信用圧電素子の間に、生体と粘着性を有する樹脂（以下
、密着層）を設ける構成としたため、超音波センサと生体との間に空隙が生じにくくなり
、液体のジェルを超音波センサと生体の間に塗布する必要がなくなり、使用者への不快感
を低減し、さらに生体情報の検出感度の向上、使用性、携帯性の向上という効果がある。
【０１２５】
また、初期検出時の出力値を記憶する記憶部を有し、初期検出時の生体情報と現在検出し
ている生体情報を比較し、所定割合以下になった時に密着層の交換時期を知らせる交換時
報知手段を有することで、密着層の交換時期を使用者に知らせることが可能となり、長期
間安定して生体情報を測定することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による超音波診断装置の超音波センサの概略構成を示す図である。
【図２】本発明を適用した超音波診断装置の構成を示す外観図である。
【図３】本発明の超音波診断装置を生体（腕）に装着した状態を示す外観図である。
【図４】処理部の内部構成と、超音波センサとの接続状態を示すブロック図である。
【図５】本発明による超音波診断装置の超音波センサの概略構成を示す外観図である。
【図６】本発明による超音波診断装置の超音波センサの概略構成を示す断面図である。
【図７】超音波センサが生体に当接された状態を示す模式図である。
【図８】密着層の材質とヤング率との関係を説明する図表である。
【図９】密着層の材質と脈の検出感度の関係を説明する図表である。
【図１０】密着層の材質と脈の検出感度の関係を説明する図表である。
【図１１】本発明の実施例２による超音波センサの構成を示す図である。
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【図１２】密着層固定機構を設けた超音波センサの構成を示す図である。
【図１３】本発明の実施例４による超音波センサの構成を示す図である。
【図１４】本発明の実施例５による超音波センサの構成を示す図である。
【図１５】本発明の実施例６による超音波センサの構成を示す図である。
【図１６】本発明の実施例７による超音波センサの構成を示す図である。
【図１７】本発明の実施例８による超音波センサの構成を示す図である。
【図１８】本発明の超音波診断装置にかかわる処理部３の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図１９】本発明の実施例１０による超音波診断装置の超音波センサ部の構成を示す模式
図である。
【図２０】本発明の実施例１１による超音波診断装置の超音波センサ部の構成を示す模式
図である。
【図２１】本発明の実施例１２による超音波診断装置の構成を模式的に示す図である。
【図２２】従来の超音波診断装置に用いられる超音波センサを示す図である。
【符号の説明】
１　　　超音波診断装置
２　　　生体
２ａ　　血流
３　　　処理部
４　　　超音波センサ
３１　　演算処理部
３２　　駆動回路
３３　　表示部
３４　　初期検出時データ記録部
３５　　記録データ比較部
３６　　交換時報知手段
４１　　送信用圧電素子
４２　　受信用圧電素子
４３　　音響減衰層
４４　　基板
４８　　整合層
５０　　密着層
５１　　密着層固定機構
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